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一般会計予算決算常任委員会総務文教分科会 審査日程 
 
 日 時 令和３年５月２５日（火） 

総務文教常任委員会終了後 

  場 所 第１委員会室       
 

～審査内容～ 
 

１ 承認第３号 令和３年度山陽小野田市一般会計補正予算（第３回）に関す

る専決処分について 

審査番号① 企画部 

(1) 歳入に係る説明 

○ 19-1-1 財政課 

(2) 歳出に係る説明 

  ○ 2-1-1、2-1-9 企画課 

(3) 歳入歳出に係る質疑 

 

２ 議案第４６号 令和３年度山陽小野田市一般会計補正予算（第４回）につ

いて 

審査番号① 財政課、総務課、人事課、選挙管理委員会 

（1）審査対象事業に係る説明及び質疑 

１ 防災気象情報システム導入事業（2-1-14） 総務課 

６ 期日前投票所増設事業（赤崎公民館）（2-4-3・4） 選挙管理委員会 

(2) 歳入に係る質疑 

  ○ 19-1-1 財政課 

（3）歳出（特定財源を含む）に係る質疑 

○ 2-1-1、2-1-29 総務課（歳入 22-1-1） 

    債務負担行為補正：本庁舎環境改善事業 

地方債補正：庁舎整備事業債 

 ○ 2-1-2 人事課（歳入 19-1-2） 

   債務負担行為補正：庶務事務システム構築・運用事業 

 ○ 2-4-1、2-4-3、2-4-4、2-4-6 選挙管理委員会（歳入 15-3-1、16-3-1） 
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審査番号② 教育委員会 

（1）審査対象事業に係る説明及び質疑  

２ キャリア教育推進事業（10-3-2） 学校教育課 

３ スマイルサイエンス事業（10-1-3） 学校教育課 

４  ふるさと文化遺産登録・活用事業（10-5-1） 社会教育課 

５ 電子図書館システム導入事業（10-5-3） 社会教育課 

(2) 歳出（特定財源を含む）に係る質疑 

  ○ 10-1-3 学校教育課（歳入 19-1-10） 

 ○ 10-5-1、10-5-2 社会教育課（歳入 19-1-10、21-4-3） 

 

※１ 審査は審査番号ごとに職員を入れ替えながら行います。 

※２ 審査の進行状況により、審査の前倒しや先送りを行うことがあります。 

※３ 補正予算（第３回）の審査については、通常の補正予算と同様に執行部

からの説明を受けてから質疑を行います。 

※４ 補正予算（第４回）の審査については、新年度当初予算審査と同様に審

査番号ごとに次の順序で行います。 

(1) 審査対象事業の説明及び質疑（複数ある場合は、１事業ごと） 

(2) 上記以外の部分の質疑 


